
参考資料４ 

届出記載事項（石綿関係）（案） 

 

１．石綿等の調査結果及び予定する除去などに係る措置の内容 

 石綿含有あり 

（みなし含む） 

石綿含有なし 左記の石綿含有建材に

係る作業時の措置（※） 

吹付け材 ☐ ☐  

保温材 ☐ ☐  

煙突断熱材 ☐ ☐  

屋根用折板断熱材 ☐ ☐  

耐火被覆材 ☐ ☐  

スレート波板 ☐ ☐  

スレートボード ☐ ☐  

屋根用化粧スレート ☐ ☐  

けい酸カルシウム板第一種 ☐ ☐  

押出成形セメント板 ☐ ☐  

パルプセメント板 ☐ ☐  

ビニル床タイル ☐ ☐  

窯業系サイディング ☐ ☐  

せっこうボード／ロックウ

ール吸音天井板 

☐ ☐  

その他の石綿含有物 ☐ －  

※作業時の措置は、記号により記入する（複数選択） 

（例：負圧／養生／集じん、湿潤化、切断等の有無 等） 

 

２．事前調査 
石綿障害予防規則第３条１項に基づき事前調査を行った者（氏名、所属、資格等） 

同規則第３条２項に基づき分析を行った者（氏名、所属、資格等） 

 

３．石綿作業主任者 
石綿含有建築物の解体等を行う場合に、石綿障害予防規則第 19 条に基づき選任する石綿

作業主任者（氏名、所属等） 

 

※上記のほか、事業者や工事の規模などの情報の記入事項も設ける。 


